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税務訴訟資料 第２７３号（順号２０２３－９） 

 

 横浜地方裁判所横須賀支部 令和●●年（○○）第●●号 租税債権存在確認請求事件 

 国側当事者・国 

 令和５年５月２５日認容・確定 

 

    判    決 

 原告          国 

 同代表者法務大臣    齋藤 健 

 同指定代理人      下村 和正 

 同           加藤 晴康 

 同           石橋 一二美 

 同           今 直美 

 同           山木 順 

 同           久保寺 勝 

 同           白羽根 崚 

 同           山田 千絵 

 同           徳永 俊二 

 同           吉澤 剛史 

 同           三島 雅之 

 被告          株式会社Ｙ 

 同特別代理人弁護士   松岡 学 

 

    主    文 

 １ 原告が、被告に対し、別紙租税債権目録記載の租税債権を有することを確認する。 

 ２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求 

    主文第１項と同旨。 

 第２ 事案の概要 

    本件は、原告が、納税義務者である被告に対し、別紙租税債権目録記載の租税債権を有する

ことの確認を求める事案である（原告の主張の詳細は別紙「原告の主張の詳細」記載のとお

りである。）。 

  １ 請求原因 

  （１）被告は、平成１７年５月２０日、法人税（課税期間平成１３年４月１日から平成１４年３

月３１日まで）について、横須賀税務署長に対し、本税２３６２万８５００円（租税債権２）

の修正申告をした。 

     横須賀税務署長は、上記の修正申告に事実の仮装が認められたことから、平成１７年５月

３１日、重加算税８２６万７０００円（租税債権３）の賦課決定をした。 
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  （２）被告は、平成１７年５月３１日、消費税及び地方消費税（課税期間平成１６年４月１日か

ら平成１７年３月３１日まで）について、横須賀税務署長に対し、本税５１５万２１００円

（租税債権４）の確定申告をした。 

  （３）被告は、消費税及び地方消費税（課税期間平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日

まで）について、中間申告書の提出期限（平成１７年８月３１日、同年１１月３０日）まで

に中間申告書を提出しなかったため、各本税を１２８万８０００円（租税債権５、６）とす

る中間申告をしたとみなされた。 

  （４）横須賀税務署長は、平成１８年６月３０日、被告に対し、源泉所得税の本税７万８６００

円の納税の告知をするとともに、不納付加算税６０００円の賦課決定及び納税の告知をした

（租税債権１）。 

  ２ 被告の答弁及び認否 

  （１）被告の答弁 

    ア 本案前の答弁 

      本件訴えを却下する。 

    イ 本案の答弁 

      原告の請求を棄却する。 

  （２）本案前の答弁の理由 

     本件訴えには確認の利益がない。 

  （３）請求原因に対する認否 

     不知。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 確認の利益について 

  （１）原告は、別紙租税債権目録記載の各租税債権について、平成２５年５月、横浜地方裁判所

横須賀支部に租税債権確認請求訴訟を提起し、同支部は、平成２５年１１月２７日、原告が、

被告に対し、上記各租税債権を有することを確認する旨の判決を言い渡し、同判決は確定し

た（甲１５、１６、弁論の全趣旨）。 

  （２）原告は、前記（１）の確定判決により確認された各租税債権の消滅時効を中断するために、

本件訴訟を提起した（弁論の全趣旨）。 

  （３）したがって、本件訴えには確認の利益がある。 

  ２ 請求原因について 

    甲第３、４の１ないし７号証及び弁論の全趣旨によると、請求原因事実が認められる。 

  ３ よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり判決する。 

 

横浜地方裁判所横須賀支部 

裁判官 渡辺 智子 
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別紙 

原告の主張の詳細 

１ 被告の現況等 

被告は、平成１３年３月●日、アメリカ合衆国ハワイ州認可Ａ大学の教育教養講座の開設支援

提供開催運営などを目的として設立された株式会社である（甲１（平成１８年１２月１６日の商

号変更前は株式会社Ｂ））。 

被告は、平成２０年４月●日午後５時、東京地方裁判所において破産手続開始決定を受け（以

下「本件破産事件」という。甲１）、同年８月●日、破産手続廃止決定が確定したが（甲２）、現

時点で清算結了していない（甲１）。 

２ 原告が被告に対して有する租税債権 

原告は、令和４年１１月１６日現在、被告に対し、別紙租税債権目録記載のとおり、既に納期

限を経過した合計３２５４万４１２２円（ほかに未確定延滞税あり。）の各租税債権（以下「本

件各租税債権」という。）を有しており（甲３）、同月１７日以降も、その全額が未納となってい

る。 

３ 原告が本件各租税債権を有するに至った経緯 

（１）被告は、別紙租税債権目録順号２の法人税について、別表１順号２のとおり、国税通則法

（ただし平成２９年法律第４５号による改正前のもの。以下「通則法」という。）１９条の規

定に基づき、横須賀税務署長に対し、別表１「⑤申告書提出年月日」欄記載の日（平成１７年

５月２０日）に、「⑧確定した納税額」欄記載の本税を納税額とする修正申告を行った。 

（２）横須賀税務署長は、上記（１）の修正申告に事実の仮装が認められたことから、別紙租税債

権目録順号３の法人税について、別表１順号３のとおり、通則法６８条の規定に基づき、被

告に対し、別表１「⑥賦課決定年月日」欄記載の日（平成１７年５月３１日）に、「⑧確定し

た納税額」欄記載の税額の重加算税の賦課決定を行った。 

なお、上記賦課決定に対する被告からの不服申立てはなく、その申立期限は徒過している。 

（３）被告は、別紙租税債権目録順号４の消費税及び地方消費税について、別表１順号４のとおり、

通則法１７条の規定に基づき、横須賀税務署長に対し、別表１「⑤申告書提出年月日」欄記

載の日（平成１７年５月３１日）に、「⑧確定した納税額」欄記載の本税を納税額とする確定

申告（期限内申告）を行った。 

（４）被告は、別紙租税債権目録順号５及び６の各消費税及び地方消費税について、それぞれ、横

須賀税務署長に対し、中間申告書の提出期限（別表１「④法定納期限」欄記載の日と同じ。

消費税法４２条４項及び同法４８条）までに中間申告書を提出しなかったため、別表１順号

５及び６のとおり、「④法定納期限」欄記載の日に、「⑧確定した納税額」欄記載の本税を納

税額とする中間申告を行ったものとみなされた（消費税法４４条）。 

（５）横須賀税務署長は、別紙租税債権目録順号１の源泉所得税について、別表２順号１のとおり、

通則法３６条の規定に基づき、被告に対し、別表２「⑤納税告知日」欄記載の日（平成１８

年６月３０日）に、「⑦納税告知額」欄記載の本税の納税の告知を行うとともに、「⑦納税告

知額」欄記載の不納付加算税の賦課決定及び納税の告知を行った。 

なお、上記納税の告知及び賦課決定に対する被告からの不服申立てはなく、その申立期限は
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徒過している。 

 ４ 被告に対する滞納処分等の状況 

 （１）横須賀税務署長は、本件各租税債権について、通則法３７条１項の規定に基づき、被告に対

し、別表１「⑨督促年月日」欄及び別表２「⑧督促年月日」欄記載の日に、督促状によりそ

の納付を督促した（以下「本件各督促処分」という。甲４の１ないし甲４の７）。 

 （２）横須賀税務署長は、平成１７年７月２１日以降、順次、通則法４３条３項の規定に基づき、

本件各租税債権について、東京国税局長に、督促状発付後の徴収の引継ぎを行った。 

 （３）東京国税局長は、平成１７年８月１２日、別紙租税債権目録順号２及び４の各租税債権を徴

収するため、国税徴収法（ただし令和３年法律第１１号による改正前のもの。以下「徴収法」

という。）４７条１項及び同法６８条の規定に基づき、別紙財産目録（１）記載の各不動産を

差し押さえ（甲５）、同月１６日、差押登記を経由した（甲６の１及び甲６の２）。 

 （４）東京国税局長は、平成１７年９月８日、別紙租税債権目録順号３の租税債権を徴収するため、

徴収法８６条１項の規定に基づき、別紙財産目録（１）記載の各不動産の参加差押えを行い

（甲７）、同月１４日、参加差押登記を経由した（甲６の１及び甲６の２）。 

 （５）東京国税局徴収職員は、平成１８年１１月１６日、本件各租税債権を徴収するため、徴収法

４７条１項及び同法６２条１項の規定に基づき、別紙財産目録（２）順号１及び２記載の各

預金債権をそれぞれ差し押さえ（以下併せて「本件差押処分１」という。）、各差押えに係る

債権差押通知書は、同日、第三債務者である株式会社Ｃ銀行●●支店に送達された（甲８及

び９）。 

 （６）東京国税局徴収職員は、平成１８年１１月２４日、本件各租税債権を徴収するため、徴収法

４７条１項及び同法６２条１項の規定に基づき、別紙財産目録（２）順号３記載の預金債権

を差し押さえ、同差押えに係る債権差押通知書は、同日、第三債務者である株式会社Ｃ銀行

●●支店に送達された（甲１０）。 

 （７）東京国税局徴収職員は、平成１８年１１月３０日、徴収法６７条１項の規定に基づき、別紙

財産目録（２）順号３記載の預金債権を取り立て、被告の滞納国税に充当した（甲１１）。 

 （８）東京国税局長は、平成１９年４月１０日、徴収法９４条の規定に基づき、別紙財産目録（１）

記載の各不動産を公売に付し（甲６に１及び甲６の２）、同日、その買受代金を受領した（甲

１２）。 

 （９）東京国税局長は、平成２０年４月７日、本件破産事件に対し、本件各租税債権について、徴

収法８２条の規定に基づく交付要求を行った（甲１３）。 

 （10）本件破産事件は、平成２０年８月●日、破産手続廃止決定が確定した（甲２）。 

 （11）東京国税局徴収職員は、平成２０年１２月１７日、別紙財産目録（２）順号１及び２記載の

各預金債権を取り立て、被告の滞納国税に充当した（甲１４・「収納等の日」参照）。 

 （12）原告は、平成２５年５月２０日、本件各租税債権に係る国税の徴収権の消滅時効を中断する

ため、横浜地方裁判所横須賀支部に対し、被告について特別代理人選任の申立てをするとと

もに、原告が被告に対し本件各租税債権を有することの確認を求める訴訟を提起した（平成

●●年（○○）第●●号。以下「前回租税債権存在確認訴訟」という。甲１５）。 

    横浜地方裁判所横須賀支部は、平成２５年５月２７日、被告の特別代理人を選任する旨の選

任命令を行い、同年１１月２７日、前回租税債権存在確認訴訟について、原告の請求を認容

する旨の判決を言い渡し（甲１６）、同判決は同年１２月１４日に確定した。 
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 ５ 第二次納税義務者に対する滞納処分等の状況 

 （１）東京国税局長は、平成２４年２月８日、別紙租税債権目録順号２及び３の各租税債権を徴収

するため、徴収法３２条１項の規定に基づき、東京都世田谷区●●のＤ（以下「Ｄ」という。

甲１７）に対し、Ｄが同法３９条に規定する無償譲渡によって受けた利益５１１１万０５４

８円を限度として第二次納税義務を負う旨の納付通知書を送付して、告知処分を行った（以

下「本件告知処分」という。甲１８）。 

 （２）東京国税局長は、平成２４年４月２５日、本件告知処分に係る滞納国税が納付の期限までに

完納されなかったことから、徴収法３２条２項の規定に基づき、Ｄに対し、納付催告書によ

りその納付を督促した（甲１９）。 

 （３）東京国税局長は、平成２４年５月１４日、徴収法４７条１項及び３項並びに同法６８条の規

定に基づき、Ｄが所有する別紙財産目録（３）記載の各不動産を差し押さえ（以下「本件差

押処分２」という。甲２０）、同月１７日、差押登記を経由した（甲２１の１ないし甲２１の

１０）。 

 （４）東京国税局徴収職員は、平成２４年５月１４日、徴収法４７条１項及び３項並びに同法６２

条１項の規定に基づき、別紙財産目録（４）順号１ないし３記載の各預金債権をそれぞれ差

し押さえ（以下併せて「本件差押処分３」という。）、各差押えに係る債権差押通知書は、同

日、第三債務者である株式会社Ｅ銀行高円寺支店、株式会社Ｃ銀行高円寺支店及び株式会社

Ｆ銀行高円寺支店にそれぞれ送達された（甲２２ないし２４）。 

 ６ 第二次納税義務者による不服申立て及び訴訟の状況 

 （１）不服申立ての状況 

    Ｄは、平成２４年４月４日、東京国税局長に対し、本件告知処分を不服として、異議申立て

をし（甲２５）、また、同年６月７日、本件差押処分２及び本件差押処分３を不服として、そ

れぞれ異議申立てをしたところ（甲２６の１及び甲２６の２）、東京国税局長は、同年７月２

日、同各異議申立てをいずれも棄却する旨の異議決定をした（甲２７の１ないし甲２７の３）。 

    Ｄは、平成２４年７月３１日、国税不服審判所長に対し、上記の各異議決定を不服として、

それぞれ審査請求をしたところ（甲２８の１ないし甲２８の３）、国税不服審判所長は、平成

２５年５月２１日、同各審査請求をいずれも棄却する旨の裁決をした（甲２９）。 

 （２）告知処分等取消請求訴訟の状況 

   ア Ｄは、平成２５年１１月１９日、東京地方裁判所に対し、本件告知処分、本件差押処分２

及び本件差押処分３の取消しを求めて訴訟を提起したところ（甲３０）、東京地方裁判所は、

平成２６年８月２８日、Ｄの同請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した（甲３１）。 

   イ Ｄは、平成２６年９月１０日、東京高等裁判所に対し、上記アの判決を不服として控訴を

提起したところ（甲３２）、東京高等裁判所は、平成２７年２月５日、同控訴を棄却する旨

の判決を言い渡した（甲３３）。 

   ウ Ｄは、平成２７年２月２０日、最高裁判所に対し、上記イの判決を不服として、上告提起

及び上告受理申立てをしたところ（甲３４）、最高裁判所は、同年７月２日、同上告及び上

告受理申立てについて、上告棄却及び上告審不受理を決定した（甲３５）。 

 （３）法人税納付債務不存在確認請求訴訟の状況 

   ア Ｄは、平成２７年１１月２７日、東京地方裁判所に対し、本件告知処分に係る第二次納税

義務が存在しないことの確認を求めて訴訟を提起したところ（甲３６）、東京地方裁判所は、
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平成２８年１１月２９日、上記の請求を棄却する旨の判決を言い渡した（甲３７）。 

イ Ｄは、平成２８年１２月１３日、東京高等裁判所に対し、上記アの判決を不服として控訴

を提起したところ（甲３８）、東京高等裁判所は、平成２９年４月２６日、同控訴を棄却す

る旨の判決を言い渡した（甲３９）。 

ウ Ｄは、平成２９年５月１１日、最高裁判所に対し、上記イの判決を不服として、上告提起

及び上告受理申立てをしたところ（甲４０）、最高裁判所は、同年１１月１６日、同上告及

び上告受理申立てについて、上告棄却及び上告審不受理を決定した（甲４１）。 

７ 本件各租税債権の消滅時効の中断について 

（１）国税の徴収権の消滅時効の中断に関する法令の規定等

ア 通則法７２条は、国税の徴収を目的とする国の権利（以下「国税の徴収権」という。）に

ついて、その国税の法定納期限から５年間行使しないことによって時効により消滅すること

（同条１項）、国税の徴収権の時効は援用を要せず、その利益を放棄できないこと（同条２

項）、国税の徴収権の時効については、同法第７章２節に別段の定めがあるものを除き、民

法の規定を準用すること（同条３項）を規定している。 

イ 民法（以下、第２の７において平成２９年法律第４４号による改正前のものをいう。）１

４７条は、時効の中断事由として、請求（同条１号）、差押え、仮差押え又は仮処分（同条

２号）、承認（同条３号）を規定している。 

 そして、同法１５７条１項は、中断した時効は、その中断事由が終了した時から新たに進

行を始めることを規定し、同条２項は、裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定

した時から、新たにその進行を始めることを規定している。 

 なお、同法１４７条３号の承認について、国税の場合は、期限後申告、修正申告、税金の

一部納付、納期限後の納税の猶予の申請、延納条件変更の申請、物納財産変更の申請、納付

委託の申出等国税の納付義務の存在を認識していたと認められる行為がこれに該当する（荒

井勇ほか共編「国税通則法精解（十六版）」８９２及び８９３ページ参照）。 

 また、同条１７４条の２第１項は、確定判決によって確定した権利については、１０年よ

り短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は１０年とすることを規定して

いる。 

ウ 通則法７３条１項は、国税の徴収権の時効は、同項各号に掲げる処分の効力が生じた時に

中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行することを規定し、上記期間とし

て、過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税に係る賦課決定については、その賦課決定

により納付すべき国税の納期限までの期間（同項２号）、納税に関する告知については、そ

の告知に指定された納付に関する期限までの期間（同項３号）、督促については、督促状又

は督促のための納付催告書を発した日から起算して１０日を経過した日までの期間（同項４

号）、交付要求については、その交付要求がされている期間（同項５号。納税者に対する交

付要求の通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。）と規定している。 

 また、同条３項は、国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部

の税額を免れた国税の時効は、当該国税の法定納期限から２年間は進行しない旨規定してい

る。 

 なお、同条３項は、賦課権の除斥期間を７年に延長する場合に、延長された除斥期間内は

国税の徴収権が時効消滅しないように手当てがされたものである（前掲「国税通則法精解
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（十六版）」９００ページ参照）。したがって、国税通則法（ただし平成２３年法律第１１４

号による改正前のもの。以下「平成２３年改正前通則法」という。）７０条５項と通則法７

３条３項の「偽りその他不正の行為」は同旨であるところ、確定申告等が課税要件事実の隠

ぺい又は仮装に当たり同法６８条１項所定の重加算税の課税要件が満たされるときは、当該

行為は平成２３年改正前通則法７０条５項の「偽りその他不正の行為」に該当すると解され

ている（東京高裁平成１５年５月２０日判決・訟務月報５０巻５号１６６３ページ参照）。 

     さらに、通則法７３条５項は、国税についての国税の徴収権の時効が中断し、又は当該国

税が納付されたときは、その中断し、又は納付された部分の国税に係る延滞税についての国

税の徴収権につき、その時効が中断することを規定している。 

 （２）本件各租税債権の消滅時効の中断について 

   ア 本件各租税債権について、前記（１）で述べた国税の徴収権の時効中断に関する法令の規

定を当てはめると、まず、本件各租税債権のうち、各法人税（別紙租税債権目録順号２及び

３）に係る国税の徴収権の消滅時効は、法定納期限（別表１「④法定納期限」欄参照）から

２年を経過した日から進行し（通則法７３条３項）、平成１７年５月２０日（別表１「⑤申

告書提出年月日」欄参照）、被告が行った修正申告により中断し（同法７２条３項で準用す

る民法１４７条３号）、その翌日から新たに進行した。 

     また、このうち、別紙租税債権目録順号３に係る国税の徴収権の消滅時効は、通則法３２

条１項３号に基づく賦課決定により中断した後、その賦課決定により納付すべき納期限（別

表１「⑦納期限」欄参照）の翌日から新たに進行した（同法７３条１項２号）。 

   イ 本件各租税債権のうち、各消費税及び地方消費税（別紙租税債権目録順号４ないし６）に

係る国税の徴収権の消滅時効は、各法定納期限（別表１「④法定納期限」欄参照）の翌日か

ら進行した。 

   ウ 本件各租税債権のうち、源泉所得税（別紙租税債権目録順号１）に係る国税の徴収権の消

滅時効は、法定納期限（別表２「④法定納期限」欄参照）の翌日から進行し、通則法３６条

１項１号及び同項２号に基づく納税の告知により中断した後、同告知に指定された納期限

（別表２「⑥納期限」欄参照）の翌日から新たに進行した（同法７３条１項３号）。 

   エ そして、本件各租税債権は各納期限までに完納されなかったため、いずれも各納期限の翌

日から５年を経過しないうちに、通則法３７条１項の規定に基づき本件各督促処分が行われ

た（甲４の１ないし甲４の７。別表１「⑨督促年月日」欄及び別表２「⑧督促年月日」欄参

照）。これにより、本件各租税債権に係る国税の徴収権の消滅時効は再度中断し、本件各督

促処分に係る督促状を発した日から起算して１０日を経過した日の翌日から新たに進行した

（同法７３条１項４号）。 

   オ その後、本件各租税債権について、本件各督促処分によって中断した消滅時効が再び進行

を開始した日から５年を経過する前の平成１８年１１月１６日に本件差押処分１が行われた

（甲８及び９）。これにより、本件各租税債権に係る国税の徴収権の消滅時効は再度中断し

（通則法７２条３項で準用する民法１４７条２号）、本件差押処分１に係る被差押債権を取

り立てた平成２０年１２月１７日の翌日から新たに進行した（通則法７２条３項で準用する

民法１５７条１項）。 

   カ そして、本件各租税債権について、本件差押処分１に係る被差押債権の取立てによって消

滅時効が再び進行を開始した日から５年を経過する前の平成２５年５月２０日に前回租税債
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権存在確認訴訟が提起された（甲１５）。これにより、本件各租税債権に係る国税の徴収権

の消滅時効は再度中断し（通則法７２条３項で準用する民法１４７条１号）、本件各租税債

権の存在を確認する旨の判決が確定した同年１２月１４日の翌日から新たに進行した（通則

法７２条３項で準用する民法１５７条２項）。 

キ 以上のとおり、本件各租税債権に係る国税の徴収権の消滅時効は、現在において、いずれ

も新たに進行を開始してから１０年（通則法７２条３項で準用する民法１７４条の２第１項）

を経過しておらず、本件各租税債権は、時効により消滅していない。 

８ 本件各租税債権存在確認請求の必要性（確認の利益） 

 原告は、徴収法３２条１項の規定に基づき、Ｄに対し本件告知処分を行ったが、第二次納税義

務者であるＤに対する時効中断（完成猶予及び更新）の効力は、被告に対する本件各租税債権に

係る国税の徴収権には及ばない。 

 また、現在において被告の財産が見当たらないことから、被告に対する滞納処分等による時効

の完成を妨げる措置を採ることができない。 

そのため、このまま放置すれば、本件各租税債権に係る国税の徴収権は、前回租税債権存在確

認訴訟の判決が確定した平成２５年１２月１４日の翌日から１０年が経過する令和５年１２月１

４日の経過をもって時効により消滅し、その附従性から第二次納税義務も消滅することから、本

件各租税債権の徴収確保に支障が生じることになる。 

 そこで、原告は、時効更新のために本件訴訟を提起するものである（国税通則法７２条３項で

準用する民法１４７条１項１号）から、本件各租税債権存在確認請求に及ぶ確認の利益は認めら

れる。 

第３ 結語 

 よって 、原告は、時効を更新するため、被告に対し、本件各租税債権を有することの確認を

求める。 

以 上 
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